
改修後の本会議場の様子

な
る
西
条
市
議
会
会
議
規
則
第
64

条（
準
用
規
定
）及
び
第
70
条（
起

立
又
は
挙
手
に
よ
る
表
決
）
に
関

す
る
条
項
に
つ
い
て
、
質
疑
の
回

数
を
準
用
す
る
箇
所
を
削
除
し
、

ま
た
、
電
子
表
決
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
た
表
決
の
条
項
を
新
た
に
加

え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
市
議
会
で
は
、
地
方

自
治
法
第
100
条
の
２
の
規
定
に
基

づ
く
議
会
基
本
条
例
制
定
に
関
す

る
専
門
的
事
項
に
係
る
調
査
を
法

政
大
学
常
務
理
事（
法
学
部
教
授
）

廣
瀬
克
哉
氏
に
依
頼
し
、
調
査
・

研
究
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
平
成
28
年
９
月
定
例
会
に

お
い
て
議
会
基
本
条
例
を
制
定
す

る
に
至
り
、
そ
れ
以
降
も
議
会
基

本
条
例
制
定
に
伴
う
関
係
例
規
の

改
正
に
つ
い
て
、
専
門
的
知
見
を

　

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
は
、

平
成
26
年
12
月
定
例
会
で
設
置
さ

れ
て
以
来
、
平
成
28
年
12
月
ま
で

の
２
年
間
、
計
24
回
に
わ
た
り
委

員
会
を
開
催
し
、
議
会
運
営
の
検

証
及
び
議
会
の
活
性
化
に
関
す
る

調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
本
市
議
会
の
一
般

質
問
に
お
け
る
一
問
一
答
方
式
の

実
施
に
当
た
っ
て
は
、「
市
民
に

開
か
れ
た
議
会
」「
分
か
り
や
す

い
議
会
」
を
目
指
し
、
市
政
の
課

題
に
つ
い
て
、
議
会
と
行
政
が
緊

張
感
を
も
っ
て
活
発
に
議
論
を
行

う
こ
と
を
目
的
に
、
次
の
任
期
最

初
の
定
例
会
か
ら
試
行
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
改
正
が
必
要
と

活
用
し
論
議
を
重
ね
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

西
条
市
議
会
委
員
会
条
例
に
関

連
す
る
常
任
委
員
会
の
数
に
関
す

る
調
査
に
お
い
て
、
廣
瀬
教
授
か

ら
は
、
全
国
的
に
議
員
定
数
が
30

人
前
後
の
市
議
会
で
は
、
４
常
任

委
員
会
で
運
営
し
て
い
る
自
治
体

が
多
い
と
の
見
解
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
全
国
市
議
会
議
長

会
の
調
査
に
お
い
て
も
、
本
市
と

人
口
段
階
が
同
規
模
（
10
～
20
万

人
未
満
）
の
市
議
会
で
は
、
常
任

委
員
会
の
数
は
平
均
３
・
７
委
員

会
と
な
っ
て
お
り
、
４
常
任
委
員

会
を
設
け
運
営
し
て
い
る
自
治
体

が
半
数
以
上
を
占
め
る
と
い
う
結

果
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

更
に
、
１
常
任
委
員
会
の
委
員

定
数
に
つ
い
て
、
愛
媛
県
内
の
市

議
会
で
は
、
そ
の
多
く
が
７
人
前

後
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現

状
を
踏
ま
え
、
本
市
議
会
の
委
員

会
審
査
の
状
況
を
見
た
と
き
、
審

査
す
る
案
件
数
や
審
査
に
要
す
る

時
間
に
差
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
も

改
選
後
の
常
任
委
員
会
の
数
や
定

数
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
べ
く

検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

検
討
に
当
た
り
、
平
成
28
年
度

当
初
予
算
額
や
第
２
期
西
条
市
総

合
計
画
及
び
西
条
市
総
合
戦
略
に

お
け
る
施
策
数
、
請
願
・
意
見
書

審
査
件
数
を
各
部
別
に
集
計
・
整

理
し
た
中
で
、
予
算
状
況
や
審
査

内
容
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
精
査
す
る

と
と
も
に
委
員
の
定
数
に
つ
い
て

も
検
討
し
た
結
果
、
常
任
委
員
会

の
数
は
、
現
在
の
３
常
任
委
員
会

か
ら
改
選
後
は
４
常
任
委
員
会
へ

と
再
編
す
る
。
ま
た
、
常
任
委
員

会
の
定
数
も
所
管
事
項
の
内
容
を

考
慮
し
、
８
人
及
び
７
人
で
構
成

す
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
議
会
の
活
性
化
に
係
る

項
目
に
つ
い
て
鋭
意
、
協
議
・
検

討
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
が
、
最

大
の
課
題
で
あ
っ
た
議
会
基
本
条

例
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
、

制
定
さ
れ
、
基
本
条
例
の
施
行
に

伴
う
関
係
例
規
の
改
正
に
つ
い
て

も
本
委
員
会
と
し
て
意
見
の
一
致

を
見
た
中
で
議
長
に
第
６
次
答
申

を
提
出
し
た
こ
と
か
ら
、
本
委
員

会
の
調
査
・
研
究
は
一
旦
区
切
り

が
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

よ
っ
て
、本
報
告
を
も
っ
て
調
査
・

研
究
を
終
了
し
、
委
員
会
の
解
散

を
議
長
に
申
し
入
れ
ま
し
た
。

　

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
は
、

12
月
定
例
会
最
終
日（
１
月
10
日
）

を
も
っ
て
消
滅
し
ま
し
た
。

　本市議会の一般質問において一問
一答方式を実施することに伴い、本
会議場に新たに可動式の質問席を設
け、議場壁面には80インチの大型液
晶モニターを設置し、更に、各議席
にはボタン採決が可能なターミナル
ユニットとマイクを設置するなど、
所要の改修を行いました。
　なお、12月定例会終了後、傍聴席
の改修工事に取りかかっており、２
月下旬の完了を予定しています。

10さいじょう市議会だより平成29年２月１日

特集記事

議会活性化特別委員会
　平成28年12月定例会最終日（１月10日）の本会議において、
議会活性化特別委員会の調査中の事件について、「調査報告」が
ありました。
　今回の特集記事は、議会基本条例の制定に伴う諸規則の改正に
関する協議を中心に、その要旨を掲載しております。

一問一答方式の実施に伴い
本会議場の改修を行いました

報
告
の
要
旨


